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01 知的財産権ってどんなもの？

知的財産権という言葉を聞いて、どんなことを思い浮かべますか？

学生さん達に聞くと、「難しそう」とか、「自分たちにはあまり関係がないもの」など

といった反応が戻ってきます。

しかし、実は身の周りにあるものは、様々な知的財産権で守られているのです。

これをわかりやすく、自動車を例に挙げて、見てみたいと思います。

自動車1つをとってみても、特許 用　語権、実用新案権、商標 用　語権、意匠 用　語権などとい

った、様々な知的財産権によって、自動車に関する技術やブランドが守られています。

自動車だけでなく、我々の身の回りにある殆どの製品は、知的財産権によって守られ

ているのです。

商標権

意匠権実用新案権

特許権

物品の構造、形状に係る
考案を保護（出願から10年）

物品のデザインを保護
（登録から20年）

商品やサービスに使用するマークを保護
（登録から10年。更新可）

発明を保護
（出願から20年）

エンブレム

車のエンジン

防眩ライト
車のデザイン


